
  洞爺湖町では12月から来春まで、札幌医科大学の協力を得
て、70歳以上の方を対象に、「自宅でできる簡単な運動」や
「正しい食習慣」など自宅で元気に過ごすために必要な体力
づくり教室を行います。多くの方の参加をお待ちしています。
■対象者　町内に住む70歳以上の方。ただし、介護保険のサ
          ービス（デイサービス、デイケアなど）を利用し
          ている方を除きます。
■会　場　（初回のみ）虻田地区：健康福祉センター、洞爺
          地区：洞爺総合センター
          希望者は会場まで送迎いたします。
■内　容　12月上旬に各会場にて健康・体力チェック（運動
          機能検査、血液検査など）を行った後、理学療法
          士による運動の指導、栄養士によ
          る食生活の指導を行います。その
          後、自宅で１日１０分程度の運動
          を続けていただき、春に再度健康
          ・体力チェックを行います。
■料　金　無料
■申　込　11月26日までに地域包括支援セン
          ター（　76‐4822）へ。
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保
険
給
付
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一
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・
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た
場
合

 

※
保
険
税
の
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が
特
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な
事
情

に
よ
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な
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し
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い
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保
税
の
滞
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は
、
医
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の
補
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・
支
払
い
に
支
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を
き
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し
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が
と
ど
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お
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も
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保
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保
険
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付
に
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協
力
を
お
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い
し
ま
す
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① 国
民
健
康
保
険
税
を
特
別
な
理
由
も
な
く
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め
ず
に
い
る
と

70歳からはじめよう！　
      冬場の筋力・体力づくり参加者募集

　町では、福祉医療対象者の負担軽減を図るこ
とから、重度心身障害者、ひとり親家庭及び乳
幼児の方などの医療費に対して自己負担額の一
部を助成しています。
　高額な医療費が発生した場合については、高
額療養費を福祉医療の受給者が加入する各保険
者が負担する仕組みとなっていて、町は各保険
者に請求をしなければならないところ、この請
求事務がなされていませんでした。
　未請求額が判明できるのは、平成15年度以降
からのもので、町監査委員特別監査により、保
有している台帳等からの確認作業を行っていま
す。なお、未請求額のうち、請求可能なものに
ついては、請求手続きを終了しています。
　発生した要因、対策などについて、庁内での
調査委員会を設置し調査を行ったほか、事務事
業を総点検し再発防止に取組んでいくことに致
しました。
　今回の事務処理にあたり、マスコミでも報道
されるなど町民の方々にご迷惑をお掛けいたし
ましたが、行政の信頼回復のためにも適切な事
務執行に努めていきます。

高額療養費の未請求について

　住民課　７４－３００２


